
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人三宅省三の上告趣意第一点は、違憲をいうが、道路交通法四八条一項の規

定は、歩道と車道の区別のある道路においては、車両は車道の左側端に沿い、かつ

他の交通の妨害とならないように駐車すべきことを命じているものと解すべきであ

り（このことは同法一七条三項に示された道路の意義に照しても明らかである）、

これと同趣旨に出た原審の判断は正当であるから、所論違憲の主張は前提を欠き、

同第二点は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

　被告人の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点

は違憲をいうが、実質は事実誤認の主張であつて、これまたいずれも刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。

　よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。
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